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～これまで～ ～無償化後（2019年10月以降）～ 

保育料 

保護者 
負担 

保育料（副食費を除く） 

が無償化されます。 

給食費は、引き
続き保護者の皆
様のご負担とな
ります。 

 副食費 

 本市の公立保育所の主食費は 
 引き続き無償（予定） 

 副食費 

無償化 

公立保育所の食材料費（副食費） 

【対象者・利用料】  

○ ３歳から５歳児までの子どもたちの食材料費 
 
〇 保育所の給食の材料にかかる費用（副食費）については、自宅で子育てを行
う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自
ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となり
ますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となることが、国で決
定されました。 

  ※年収360万円未満相当世帯と全ての世帯の第3子以降の子どもについては、   
副食の費用が免除されます。 

 
                           （詳細は右面をご覧ください。） 

主食費  

※本市では無償（予定） 

 

主食費  

※本市では無償 



問合先：藤井寺市こども・健康部 保育幼稚園課 
ＴＥＬ０７２－９３９－１１２６ 

保育料 
（食材料以外） 

保護者の皆様 

～これまで～ 藤井寺市 

副食費 

無償化 

主食費  

    ※本市では無償 （予定） 

 

保護者の皆様 
副食費（ 4,500円） 

       （予定） 

～無償化後（2019年10月以降）～ 藤井寺市への保育料の支
払いは不要になります。 

副食分の給食費をお支払
いいただきます。 

〇 現在、３～５歳児の給食費分は、 
・主食（お米など）分については無償、 
・副食（おかず）分については（保育料の一部として）藤井寺市にお支払い
していただいております。 

〇 今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護
者の皆様にご負担いただくことが原則です。無償化に伴い、今後は、副食分の
給食費をお支払いいただくことになりますので、ご理解・ご協力のほどお願い
いたします。 

藤井寺市 

主食費  

※本市では無償 




